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OMIC Food Safety Newsletter No. 469 Dec. 14, 2018 
日本の食品安全情報をタイムリーに日本語とタイ語で解説するニュースレターです。 
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★ 今週のトピックス（日本の厚生労働省からの情報） 

１．最近の命令検査における実施項目                       （2018年11月下旬） 

通知 
対象食品 

(含加工食品） 
検査項目 

区分 
備考、参照 URL 

11/28 フィリピン産 

バナナ 

フィプロニル 強化 https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000415035.pdf  

(基準値 0.05 mg/kg-ppm) 

 

 

２．タイ産品の輸入違反事例                       （2018年12月上旬） 
日付 品名 違反内容 基準 検査の種類 

12/4 無加熱摂取冷凍食品：銀鮭焼きハラス 

（COHO GRILLED HARASU SLICE） 

成分規格不適合 

（大腸菌群 陽性） 

陰性 モニタリング

検査 
 

 

★US FDA 意図的な不純物の混合に対する規制案へのパブリックコメント募集 
アメリカ食品医薬品局 (FDA) は、3 つのパートからなる意図的な不純物混入に対する規制 

(Intentional Adulteration Rule guidance、IA 規制)に対する、ドラフトガイダンス第 1 パートへの

パブリックコメントを募集しています。第 1 パートへのコメント締め切りは 12月 17 日までを予定され

ていましたが、これに代わり FDAはドラフトガイドライン第 2 パートの公開後、第 1パート及び第 2パ

ート双方に対するパブリックコメントの募集を予定しています。 

IA 規制は食品安全近代化法 (FSMA) によって定められているもので、ドラフトガイダンスの第 1 パー

トは 2018 年 6 月に FDA より公開されました。本規制は食品を対象としたテロ行為を含む、公衆衛生の

観点から広域にわたり起こりうる、食品由来の健康被害を防ぐことを目的としています。 

ドラフトガイダンスの第 2 パートは 2019 年初頭に発表され、パブリックコメントは公開後から 120 日

間にわたり募集される予定です。詳細は下記 URL を参照ください。 
 

Stakeholders Will Be Able to Comment on First Two Volumes of the Intentional Adulteration Rule Draft Guidance 

Together (FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm627235.htm  
 

 

★US FDA オレイン酸と冠動脈心疾患リスクに対する健康評価の結果を発表 
アメリカ食品医薬品局 (FDA) は 2018年 11月 19 日に、オリーブオイル、ヒマワリ油、キャノーラオイ

ルなどの食用油に含まれるオレイン酸を消費することで、冠動脈心疾患にかかるリスクの低減が出来る

と限定的健康強調表示（Qualified Health Claim）に裏付けとなる証拠があると判断しました。対象は

1 食あたり少なくとも 70%のオレイン酸を含む場合です。飽和脂肪酸が多い脂肪や油脂に代わり、一価

不飽和脂肪であるオレイン酸を摂取することで、冠動脈性心疾患のリスクが減る可能性が指摘されてい

ます。FDA は「決定的とは言えないが裏付けとなる証拠では、高濃度のオレイン酸を含む食用油を 20g

日常的に摂取することで、冠動脈心疾患のリスクを減らしうることが示されている。この可能性のある

効果を得るためには、1日に摂取する総カロリー量を増やすことになく、飽和脂肪酸を多く含む脂肪や

油脂と置き換えなくてはならない。」としています。 

限定的健康強調表示は信頼性のある科学的証拠によって証明されています。しかし、FDA 健康強調表示 

(FDA Health Claim)に求められる、より厳格な専門家の間による十分な科学的な合意（Significant 

Scientific Agreement=SSA)の基準は満たしていません。強調表示をする際は、限定的健康強調表示制

度に従った条文が求められます。詳細は下記 URL を参照ください。 
 

FDA Completes Review of Qualified Health Claim Petition for Oleic Acid and the Risk of Coronary Heart Disease 

(FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm624758.htm  
 

 

※次号のOMIC Food Safety Newsletter No.470の発行は、12月28日とさせて頂きます。 
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